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「鳥飼車両基地における諸要求」に関する申し入れ

表題について、下記の通り申し入れるので、早急に労使協議の場を設定し改善するこ

と。

記

１．鳥飼車両基地への入出場はセキュリティカード並びに守衛により厳格に管理され

ている。これ以上のセキュリティ確保は経費の無駄遣いといえる。また社員個々

人のプライバシー侵害の恐れさえある。よって事務所棟に設置されているフラッ

パーゲート及び非常階段並びに各階に設置されている監視カメラを撤去すること。

２．鳥飼車両基地内の各所に設置されている管理カメラを撤去すること。

３．社員証とセキュリティーカードを統一すること。

４．事務所棟内・南端にある１階避難出口に通じる「非常用階段」を常時使用できる

ようにすること。

５．事務所棟南側のエレベーターを使い９階の仮眠室・風呂場に移動出来るようにす

ること。

６．職務に服するための着替え時間を労働時間にすること。

７．各車両所における車両技術主任、車両技術係、車両係の職階に応じた担務(Ａ・Ｂ

・Ｃ)を指定すること。

８．各車両所における偏った要員配置をやめ、技術継承を確実に行うことを目的とし

た要因のローテーション化並びにローテーションの流れを公開すること。

９．各車両所における管理者における労働監視を直ちにやめること。

１０．各車両所毎に「チェックリスト」と称した膨大な種類の紙が用意され、毎日、大

量に消費されている。各車両所における「チェックリスト」の種別数並びに年間

の消費量を明らかにすること。

１１．着発線大阪方での直前横断等防止のために電車の出発がわかる何らかの対策をと

ること。

１２．屋根つきのバイク駐輪場の数が全く足りていない。今後更に駐輪数が増えるのが

予想されているのに、現行の設備とした理由を明らかにすること。

１３．バイク駐輪場の屋根付きの駐輪場を増やすこと。

１４．鳥飼車両基地内の各車両所に、夏期は社員の希望に応じてスポーツドリンク等を
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配布すること。

１５．各車両所におけるロッカールームの社員一人当たりの占有面積を増やすこと。

１６．各車両所において実施している「復帰教育」を直ちにやめること。

１７．各車両所における新入社員（見習い者）への指導者は、現在は見習い終了したて

の社員により行われている。指導者は確実な技術継承を目的として各担務に精通

したベテラン社員とすること。

１８．事務所棟の風呂の入浴規制時間を撤廃し、フルタイムで入浴できるようにするこ

と。

１９．食堂のご飯等の品切れが発生しないようにすること。

２０．通勤回送利用時に13号車も乗車出来るようにすること。

２１．新大阪からの通勤回送利用時に行われている「最後に乗った社員が鎖錠を確認す

る」行為は、社員にとっては時間外での業務命令であり、管理職の立場にある社

員が行うか、もしくは全日警等の業者に委託すること。

２２．基本協約を全社員がいつでも閲覧できるよう現場に備え付けない理由を明らかに

すること。

以上


